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平素は、茨木市スポーツ施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、私どもシンコースポーツ・日本管財共同事業体が管理運営しております、

茨木市立市民体育館及び茨木市立中条市民プール・五十鈴市民プール・西河原市

民プールは、2025 年 4 月から新たな指定管理者が業務を行うこととなりました

ので、ご案内いたします。これまでのご利用いただいた皆様には心より感謝申し

上げますとともに、円滑に引継ぎを行いますので何卒ご理解のほどお願い申し

上げます。 

 

 

1. 対象施設と新しい指定管理者について 

施設名 新 指定管理者 連絡先等 

茨木市立市民体育館 

株式会社セントラルスポーツプラザ 
ザバススポーツクラブ/デルタ 

072-684-1817 

茨木市立中条市民プール 

茨木市立五十鈴市民プール 

茨木市立西河原市民プール 

 

 

2. 2025 年度以降のご利用について 

2025 年 4 月 1 日以降のご利用については、新たな指定管理者から、ご案内い

たします。よろしくお願い申し上げます。 


